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全国一斉情報伝達訓練
８月５日㈬午前 11 時に実施します
　消防庁による「全国一斉情報伝達訓練」の実施に伴い、８月５日
㈬に防災行政無線や受信機（防災ラジオなど）から試験放送が流
れます。
　また、館内放送設備に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信
機を接続している場合は、施設内でも試験放送が流れます。実際
の災害に備えた情報伝達訓練にご理解とご協力をお願いします。
問合  危機管理課　☎ 35-３３４５

火気による事故に気をつけましょう
●花火は使用方法を守って楽しく安全に
・花火を人や家に向けず、風の強いときや燃えや
　すいものがある場所で遊ぶことはやめましょう。
・必ず水の入ったバケツを用意し、遊び終わった花火の残り火を完

全に消しましょう。
・子どもたちだけでなく、大人と一緒に遊びましょう。
・一度にたくさん火をつけず、一本ずつ遊びましょう。
・花火をほぐして遊ぶことは大変危険ですので、絶対にやめましょう。
問合  消防本部予防課　☎ 32-3027

保険料の決定通知書をお届けします
（国民健康保険・介護保険）
　7月中旬に、保険料の決定通知書（本算定分）をお届けします。
保険料額や支払い方法などを記載しています。ご確認ください。

国民健康保険料が決まりました
　今年度の保険料率、賦課限度額、軽減基準は次のとおりです。ご
理解いただき、納付にご協力をお願いします。
【保険料率・賦課限度額が変わります】　

令和2年度 所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療給付費分 5.50% 26,600円 19,600円 63万円

後期高齢者支援金分 2.55% 10,100円 7,800円 19万円
介護納付金分 1.95% 12,200円 6,900円 17万円

【所得による保険料軽減対象範囲が拡大されます】
均等割・平等割の軽減割合 総所得金額等の合計（被保険者および世帯主の合計額）

7割軽減 33万円
5割軽減 33万円＋（28.5万円×被保険者数）
2割軽減 33万円＋（52万円×被保険者数）

　※所得申告をしていないと軽減措置が適用されない場合があります。

保険料の納付に便利な口座振替にご登録ください！
手続  通帳と届出印をお持ちのうえ、国保窓口または金融機関へ
問合  国民健康保険　市民課　　　☎ 35-3137
　　  介護保険　　　高年介護課　☎ 35-3178

70～74歳の国民健康保険に加入されている方へ
　8月1日から使用していただく新しい高齢受給者証(紫色)は、7月
中に「特定記録」郵便でお届けします。長期間留守にされる方や、
市役所または支所の窓口で受け取りを希望される方は、お早めにご
連絡ください。
※国民健康保険被保険者証(緑色)の有効期限は9月30日のため、9月
　下旬に新しい証をお届けします。
問合  市民課　☎35-3137

全市いっせいラジオ体操ステイホーム
　ヒッツFMで特別放送「全市いっせいラ
ジオ体操」を放送します。
　今年度は新型コロナウィルス感染症拡
散防止対策のため、各地区での指導会場
はありませんが、家族みんなでラジオ体
操をして健康づくりをしましょう！
日時  8月1日㈯　6:30～6:45
会場  各家庭
問合  スポーツ推進課　☎ 35-3157

戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金
　戦後75年にあたり、今日の我が国の平
和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に
思いをいたし、国として改めて弔意の意を
表し、ご遺族に特別弔慰金を支給します。
　令和3年より、第11回特別弔慰金が5年
間支給されます。順次申請のご案内を発
送していますので、指定された期間に手
続きをお願いします。
　受給条件など詳しくは、窓口にお問い
合わせいただくか、市ホームページをご
覧ください。
期間  ～令和5年3月31日
問合  福祉課　☎ 35-3356

普通救命講習会を行います
　いざという時、まず心肺蘇生法を行え
ることが大切です。その上でAEDを使
用することが望まれます。応急手当を学
び、尊い命を守りましょう。
日時  7月27日㈪ 18:30～21:30
会場  高山消防署会議室（桐生町）
対象  中学生以上
定員  20人（先着順）
申込  7月24日㈮までに電話・市HP
問合  救急課　☎ 32-0119
　　  広報ID 1010414

パブリックコメント期間の延長
案件名  新火葬場の候補地(案)について
提出期限   8月17日㈪　※期間延長
閲覧場所  市HP、担当課、市民コーナー

(本庁1階)、各支所、市図書館
「煥章館」、市民文化会館、ビッ
グアリーナ、女性青少年会館

提出方法  所定の様式にご意見を記入のう
え、窓口 、 郵送 、FAX 、 MAIL

（様式は閲覧場所、市HPにあります）
問合  火葬場建設推進室　☎ 57-7755
　　 　　　　　　　　 FAX 35-3164
        MAIL:kasou@city.takayama.lg.jp

毎月 19 日は食育の日です。食の安全性に関する意識と関心を高めましょう。




